
　１．はじめに

　１９６１年、Ｓａｆｅｒは心肺停止に陥った患者を救命す

るためには、呼気吹き込み人工呼吸と胸骨圧迫心マ

ッサージが必要であることを科学的に実証した１）。

以来、院外心肺停止患者を救命するために心肺蘇生

法の市民への啓蒙普及が緊急課題となった。

　近年、我が国では欧米に比べ、院外心肺停止患者

の社会復帰率（院外心肺停止患者の中で、自分で日常

生活ができるところまで回復した患者の割合）が低

いことが、マスコミをはじめ関連機関等で指摘され、

大きな社会問題となった。そのため、消防庁の救急

業務研究会において救命率の向上を図るための方策

が検討され、１９９１年４月には救急救命士法が、同８

月には救急隊員の行う処置範囲の拡大が制定された。

これにより、心肺停止に陥った患者に対し、より高

度な応急処置が病院到着前から行えるようになった。

また、市民への心肺蘇生法の普及啓発を図る目的で、

１９９３年３月３０日に応急手当の普及啓発活動の推進に

関する実施要項が制定され、消防機関による市民へ

の普通救命講習、上級救命講習が行われるようにな

った。本稿では秋田市での市民への心肺蘇生法の啓

蒙普及活動の取り組みとその成果を通して、交通事

故における市民への心肺蘇生法教育について述べる。

　２．病院前救急医療体制

　病院前救急医療体制とは、患者発見から心肺蘇生

法等の必要な応急手当、処置を行いながら、病院で

治療を開始するまでの市民、救急隊、病院関係者等

間の密接な連携からなっている （Fig.1） 。その中で最

も重要な役割を演じているのが患者のそばにいる市

民である。

　Ｌａｒｓｅｎらは目撃者のいる心肺停止患者における

時間的要因と社会復帰率との関係を報告している２）。

それによると、社会復帰率は、

　６７－２．３ｘ（心肺蘇生開始までの時間）

　　　－１．１ｘ（除細動開始までの時間）

　　　　－２．１ｘ（二次救命処置開始までの時間）
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で現される（注：除細動とは患者の心臓に電気的シ

ョックを与えることで、心臓の機能を回復させる治

療）。言い換えると、この式は心停止後、市民よる心

肺蘇生法が行われていなければ、１分あたり５．５％ず

つ社会復帰率は低下し、心肺蘇生が開始された後で

は、１分あたり３．２％ずつの低下、救急救命士によ

る除細動の後では病院での薬剤等の二次救命処置が

行われるまで２．１％ずつ社会復帰率が低下する事を

意味している。

　この式を秋田市の病院前救急医療体制に当てはめ

てみると、以下のようになる。発見（目撃）から１１９

番通報するまで２分、指令課で救急隊に出動指令を

出すまで２分、出動指令から救急隊現場到着まで６

分、さらに患者の枕元に到着するまでさらに１分と

すると、この間市民によって何も行われていなけれ

ば、患者の枕元についた時点での社会復帰率は６．５

％となる３）（Fig.2）。一方、市民が１１９番通報すると同

時に心肺蘇生法を始めると、救急隊が患者の枕元に

着いた時点の社会復帰率は２７．２％となる。このよう

に心臓が止まった人を救命するためには、その場に

居合わせた人たちが自分たちのできる応急手当をい

かに早く行うかが重要な鍵である。

　３．市民への心肺蘇生法の啓蒙普及

　３－１　事例１

　１９９４年７月４日、居間でテレビを観ていた６１歳の

女性が急に不調を訴えため、家族が抱きかかえ寝室

に連れていったところ、急に意識を消失し、家族が

１１９番通報した。救急隊が患者のそばに着いたとき、

夫は実に正確な心肺蘇生法を行っていた。患者の呼

吸はなく、脈は１６０回／分と速く、頚動脈は微弱で

あった。その後、患者は救急隊員による処置によっ

て、病院到着時には呼び掛けに目を開けたり、うな

ずいたり、握手できる所まで回復した。

　本例は、秋田市消防本部で１９９４年１月２８日から開

始した普通救命講習会の受講者が行った最初のＢｙ-

ｓｔａｎｄｅｒ ＣＰＲ（そばにいた市民による心肺蘇生）と

なった。夫は、病気の妻がいつ心肺停止に陥っても

落ち着いて必要な手当てが行えるようにとの気持ち

から、秋田市消防本部が１９９４年１月３１日に行った普

通救命講習会を受講した。

　この事例は心肺蘇生法を市民に広く啓蒙したいと

の情熱を持った指導員にとっても大きな励みとなり、

その後の普通救命講習会の積極的な展開へとつなが

っていった（Table 1）。

　３－２　市民への普及啓発活動への取り組み・

　　　　　心肺蘇生法の講習会のあり方

　普通救命講習会の目的は市民が心肺停止患者に遭

遇したとき、何のためらいもなくすぐに１１９番通報

し、心肺蘇生法を実施してもらうことにある。その

ために、受講者が最も遭遇しやすい事例等の話を通

して、受講者の身近で起こりうるとの危機感を持た

せた上で、病院前救急医療体制の流れの中で市民の

役割が如何に重要であるか、また心肺蘇生法がなぜ
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Fig.1　病院前救急医療体制
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Fig.2　病院前救急医療体制と社会復帰率
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必要であるか等を十分に理解させ、実技指導を行う

ようにした４）。また、講習会だけでなく、広報誌５）、

雑誌６，７）、新聞、テレビ、ラジオ等の多くのマスメ

ディアを通しても広く心肺蘇生法の必要性等の普及

啓蒙に努めた８）。その結果、こちらから普通救命講

習会の開催の案内を出さなくとも市民の方から依頼

が舞い込むようになった。

　３－３　市民への普及啓発活動の成果

　１９９４年以前は救急隊が到着する前に市民によって

心肺蘇生法が行われている例（Ｂｙｓｔａｎｄｅｒ ＣＰＲ）は

ほとんどなかった（Fig.3）。しかし、１９９４年以後普

及啓発活動が積極的に行われるようになってからは、

Ｂｙｓｔａｎｄｅｒ ＣＰＲは年々増加し、１９９８年には搬送心肺

停止患者の５９％でＢｙｓｔａｎｄｅｒ ＣＰＲが実施されるよう

になった。そしてこのＢｙｓｔａｎｄｅｒ ＣＰＲの増加は院外

心肺停止患者の社会復帰率の向上をもたらした９）。

　Ｂｙｓｔａｎｄｅｒ ＣＰＲを実施していた市民になぜ心肺蘇

生を行ったのかと聞くと、多くの市民が当然だから

と答えている。この事実は今まで行ってきた講習会

やマスメディアを通してのさまざまな市民への啓発

活動が着実に成果を挙げてきたものと考える。言い

換えると、これは救命するんだとの強い意識を持っ

て、市民、消防（指令課、救急隊、消防隊、救助隊

等）、病院関係者が早期通報、早期心肺蘇生、早期

除細動、早期二次救命処置のいわゆる“救命の鎖”

を円滑に動かすために何をすべきか考えながら、相

互の連携強化を図ってきた結果である。その結果、

心肺停止患者の社会復帰率が１０％前後と上昇した。

１９９７年の我が国の心肺停止患者は７２，５４２名で１０）、

その内の１０％が社会復帰すると仮定すると、年間

７，２００名もの尊い命が救われることになる。

　Ｂｙｓｔａｎｄｅｒ ＣＰＲの実施率を増加させた原因で忘れ

てはならないのが指令課での口頭指導である。これ

は通報者に必要な応急手当の方法を電話を通して口

頭指導を行うものである。これによってたとえ心肺

蘇生法を知らなくても救急隊が到着する前に心肺蘇

生法を実施してもらうことが可能となった。口頭指

導によってどの程度Ｂｙｓｔａｎｄｅｒ ＣＰＲ実施率が上昇し

たかは残念ながらわからないが、Ｃｕｌｌｅｙらは、Ｂｙ-

ｓｔａｎｄｅｒ ＣＰＲ実施率は口頭指導によって３２％から

５４％に増加したと報告している１１）。搬送心肺停止

患者（１９９８年）における口頭指導の受け入れ率（口

頭指導を受け、実際に心肺蘇生を行っていた率）は

７６．９％と高く、Ｂｙｓｔａｎｄｅｒ ＣＰＲ実施率を増加させる

ために口頭指導は非常に効果的と考える１２）。

　１９９９年７月６日には自治省消防庁から口頭指導に

関する実施基準の通知が全国になされ、我が国の

Ｂｙｓｔａｎｄｅｒ ＣＰＲの増加に大きく寄与してくれるもの

と期待している。

　３－４　市民よる心肺蘇生開始時間と予後

　早い心肺蘇生が行われた場合は初期心電図で心室

細動・心室頻拍（注：この状態であれば、救急救命

士の行う除細動により心拍が再開する可能性が高い。

最も救命しやすい心電図所見）の頻度は６７％であっ

たが、遅い心肺蘇生では４５％であった１３）。また、

Ｃｕｍｍｉｎｓらも早い心肺蘇生の有無により、その頻

度が８０％から６８％に低下すると報告している１４）。

このように市民による心肺蘇生が４分以内に始めら

れると、心室細動を持続させ、救急救命士が行う除

細動により心拍が再開する可能性が高くなる。しか

し、心肺蘇生開始から１０分から１２分も経てば、粗い

心室細動波形は細かい心室細動波形へと変り、除細

動を行っても、その効果は低下する。したがって、

心肺停止患者の社会復帰率を向上させるためには、

市民による早い心肺蘇生（４分以内）そしてそれを

引き継ぐ救急救命士による早い除細動が必要不可欠

なものである。早い除細動を行うためには、市民に

よる早期通報は重要であることを忘れてはならない。

したがって、心肺停止患者の予後を改善するために
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Table 1　年別講習会実施状況

計１９９８１９９７１９９６１９９５１９９４

１，１３１２７０２６８２５２２２４１１７回　数普通　　　
救命講習会
（３時間） ２７，３４０６，５６６６，１２４５，６０１５，７５１３，２９８受講者数

４１２０１２５２２回　数上級　　　
救命講習会
（８時間） ８６７３４７３５１９４２１５４受講者数

２０７９３４７３６２５６回　数その他　　
（３時間未満） ２０，２８９１０，４８３４，４７８２，２９９１，０２８２，００１受講者数

Fig.3　心肺蘇生法実施数の推移
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は市民による早期通報で、病院前救急医療体制を作

動させ、同時に早期心肺蘇生を開始し、救急救命士

による早期除細動、病院での二次救命処置へと救命

の鎖を円滑に動かしていくことである。事実、心肺

蘇生を４分以内に開始し、８分以内に除細動等の処

置が行わればその社会復帰率は特に高かった１５）。

　４．交通事故における病院前救急医療体制

　４－１　１１０か１１９か

　事故を目撃した市民から１１０番または１１９番通報さ

れる。そして指令課によって事故現場が確定され、

救急車等がを出動する。その後救急隊が現場に到着

し、救急隊により観察、処置が行われ、病院へと搬

送される （Fig.1） 。この流れは急病の場合とほぼ同じ

であるが、交通事故等で外傷の場合は、急病よりも

病院での治療開始までの時間を短くすることが重要

である。

　交通事故における時間短縮のために、何が必要か

時間的側面から考えてみたい。早期通報は救急隊に

よる処置を早く行うためには不可欠なものである。

しかし、交通事故では、１１９番通報する事も１１０番通

報する事もある。１１０番通報した場合、同時に１１９番

にも通報してもらえるとは限らず、折角早く通報し

ても最終的には救急隊到着まで時間がかかってしま

う。それでは一刻も早く病院での治療が必要な傷病

者にとっては大問題である。

　確かに交通事故の多くは軽症であることを考える

と、必ずしも救急隊は必要とは限らない。しかし、

必要か不必要かの判断を目撃者（発見者）にさせる

ことは不可能に近い。したがって、交通事故におい

ても“救命の鎖”を早く作動させるには、まず最初

に市民に１１９番通報をさせ、その後指令課から警察

に交通事故情報を速やかに提供する体制が望ましい。

　今後、警察と消防が救急医療体制という土俵の上

で、傷病者を救命するために我々は如何にあるべき

か話し合い、相互の連携強化に努め、いつでも相互

の情報交換を瞬時に行える体制を構築することが重

要である。

　４－２　周囲の状況、患者の状況、事故概況等の

　　　　　正確な情報は早めに

　わが国の救急業務の全国民に対するカバー率は

９９．８％と、世界に誇れるシステムであり１６）、この

システムを十分に活用することが大切である。

　交通事故という特殊性から、通報者は必ずしも事

故の状況、患者の状況を把握しているとは限らない

し、通報場所と現場が同じとも限らない。しかし、

事故現場の状況、傷病者は何名いるのか、救出され

ているのか、閉じこめられているのか、傷病者は立

てるのか、話せるのか、出血しているのか等の通報

者からの正確な情報によって、指令課では救急隊の

みを出動させたり、救出等の目的で救助隊等も合わ

せて出動させたり、複数の救急隊を出動させたりす

ることができ、それは二次災害防止、円滑な救出、

処置、搬送へとつながっていく。当然、このような

情報の前に事故の場所、目標建物等についての情報

は伝えることが大切である。このように正確な情報

をすばやく伝えることで、救急医療体制を早く作動

させ、その結果市民、救急隊等による必要な手当、

処置、病院での治療開始までの時間を短縮させるこ

とができる。

　４－３　携帯電話での１１９番通報

　最近多くの市民が持っている携帯電話は必ずしも

地元の消防に繋がるとは限らない。消防は県単位で

行われているのでなく、市町村単位で行われている

ため、県内をいくつかのブロックにわけ、携帯での

１１９番通報が出来るようにしている。そのため、携

帯電話で１１９番通報する場合には、郡名、市名から

話をし、まず地元の消防に転送してもらう必要があ

る。一方、ＰＨＳで１１９番通報する場合は地元の消防

に直接繋がる。

　５．交通事故現場での市民による心肺蘇生

　５－１　心肺蘇生実施率が低い理由

　交通事故現場で市民が心肺蘇生を行っている場合

は少ない（Table 2）。その理由としては、�応急手

当の方法がわからない、�症状が悪化した場合、責

任を問われかねない、�かかわりたくない等があ

る１７）。秋田での調査１８） でも心肺蘇生法の受講歴の

ない市民では、�手当ての方法がわからない、�症

状が悪化した場合、責任を問われかねないがその理

由として多かった（Table 3）。このことから、心肺

蘇生法の普及啓発には今後とも積極的に取りくんで

いく必要がある。

　一方、受講歴のある市民では、�症状が悪化した
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Table 2　急病と交通事故における搬送心肺停止患者数と
　　　　  Ｂｙｓｔａｎｄｅｒ ＣＰＲ件数（１９９８）

実施率（％）Ｂｙｓｔａｎｄｅｒ　ＣＰＲ件数搬送心肺停止患者数
６１．４１２１１９７急病　　
１０．０１１０交通事故
５８．９１２２２０７総数　　



場合責任を問われかねない、�手当ての方法がわか

らないの順であった。受講歴のある市民で、責任を

問われかねないので行わないが多かったという事実

は、この問題について十分講習会で説明されていな

い事が考えられる。今後は善意で行ったのであれば、

たとえ悪化したとしてもその責任は問われない事を

講習会で十分に説明する事が必要である。

　また、受講歴のある市民でもやり方がわからない

と答えた人が次いで多かった事から、その理由とし

て、�１回の講習会ではいざというときにはそのや

り方を忘れている、�院外心肺停止の多くが急病に

よるものであり、どうしても講習会では急病を意識

した講習会になってしまうために、交通事故現場で

どう対応してよいのかわからない等の理由が考えら

れる。

　交通事故では、Ｂｙｓｔａｎｄｅｒ ＣＰＲ実施者が急病とは

異なり、第三者である場合が多く、これも心肺蘇生

を行いにくくしている理由の一つと考える。確かに、

第三者の場合は家族、同僚、友人よりも人工呼吸と

心マッサージを行うと答えた市民は少なかった

（Table 4） １９）。

　一般に、講習会受講後２週間程からやり方等を忘

れ始め、１～２年後のはほとんど覚えていないの

で２０）、いざというときには行えない可能性がある。

そうならないように、心肺蘇生法を何回か再受講せ

ざるを得ない体制を今後考えていく必要がある。そ

のために、運転免許取得時だけでなく、更新時にも

心肺蘇生法を義務づけたり、違反者には心肺蘇生法

の受講を義務づけたりすることも必要である。また、

交通事故を想定した講習会がほとんど行われていな

いことに関しては、急病による心肺停止が大半を占

めていることから、講習会が急病を意識した講習会

になりがちであるのは仕方がないことかもしれない。

しかし、交通事故現場での応急手当を今後増加させ

ていくためには、交通事故という特殊性を考えた講

習会というものも考慮すべきである。

　５－２　感染の問題

　近年、エイズ、肝炎等の感染の問題が社会的にク

ローズアップされ、感染症に対する不安のため、心

肺蘇生法が実施できないとの意見もある。一般に、

唾液からの感染の危険性は非常に低いが、血液から

の感染の危険性は高い。交通事故では、出血してい

る可能性があり、特に感染に関して注意事項はしっ

かり指導しなければいけない。

　講習会では、心肺蘇生法を一連の流れとして指導

している。そのため、たとえば、口対口人工呼吸が

傷病者に対してできなければ、その後の心マッサー

ジもできない場合もある。これでは問題である。感

染の問題を考えると、人工呼吸ができなければ、心

マッサージだけでも、それもできなければ、１１９番

通報だけでもといった何かできることを勇気をもっ

てやってもらえるようにする指導が今後必要である。

応急手当とは心肺蘇生法を行うことではなく、傷病

者に手を当てる事なのだから。

　感染から自分の身を守るためには、感染防止器具

（フェイスシールド、ポケットマスク等）や手袋等を

使用し、直接血液にふれないようにする事も大切で

ある。このような感染防止器具を車載し、いざとい

うとき、それらを用いて応急手当等を行う体制が整

備されれば、交通事故現場での応急手当の実施率の

向上に寄与するであろう。そのために、車内への応

急手当キットの積載の義務づけが必要となる。少な

くともバス、タクシー、トラック、保育園バス、パ

トカー等への積載は必要と考える。

　また、新幹線、航空機等では、早期二次救命処置

を行う事は困難である。そのような交通機関では、

医師等がいる可能性も高く、除細動器等を含めた二

次救命処置ができるような器材を積載しておく事も

重要である。確かに、このような場所での心肺停止

はごくまれであるが、器材の積載で救命できれば、

これほど安いことはない。事実、機内への除細動の

Ｊａｎ.，２０００ＩＡＴＳＳ　Ｒｅｖｉｅｗ　Ｖｏｌ．２５，Ｎｏ．２ （　）６３
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Table 3　受講歴の有無によるできない、わからないと答えた理由の相違（複数回答あり）

計その他救急隊、警察で
やるべきこと　感染の恐れ責任を　　　　

問われかねない気持ちが悪いかかわりたくない手当ての方法が
わからない　　

４８９（１００．０）１４２（２９．０）７（１．４）２９（５．９）１７０（３４．８）１３（２．７）２０（４．１）１０８（２２．１）有：人（％）

１，３７０（１００．０）５５（４．０）３１（２．３）４７（３．４）３１３（２２．９）６９（５．０）６０（４．４）７９５（５８．０）無：人（％）

Table 4　対象者別「どの心肺蘇生法ができるか」

計無回答人工呼吸と　
心マッサージ

心臓　　　
マッサージ

口対口　
人工呼吸対象者

１，１９７人
（１００．０％）

４４人
（３．７％）

１，１１２人
（９２．９％）

３１人
（２．６％）

１０人
（０．８％）家族　　　

１，１９７人
（１００．０％）

７７
（６．４）

９５８
（８０．０）

１４０
（１１．８）

２２
（１．８）友人・同僚

１，１９７人
（１００．０％）

１１１
（９．３）

５６２
（４６．９）

５１０
（４２．６）

１４
（１．２）第三者　　



積載により、機内での心停止例に有効であったとの

報告もある２１）。今後は機材の積載について関係各

所で検討していただけることを切に願うものである。

　５－３　電話による口頭指導

　交通事故現場での心肺停止の実施率が低い原因の

一つとして、指令課での口頭指導が行われにくい事

も考えられる。事実、交通事故現場で、口頭指導に

より心肺蘇生等の応急手当を行っていた市民はいな

かった （Table 5） 。その理由は通報者が必ずしも患者

や現場の状態を把握しているとは限らないので、現

場の状況（二次災害の危険性があるか）、患者の状

態（心停止か）が十分に指令課で把握できないため、

口頭指導を行うことができない。

　急病では口頭指導の受け入れ率は高く、市民に心

肺蘇生法を行ってもらうには効果的な方法であるが、

交通事故ではその特殊性のため十分機能しない可能

性が高い。したがって、交通事故現場で市民による

心肺蘇生法等の応急手当等を増やすには地道な啓蒙

普及活動しかない。

　５－４　警察官も心肺蘇生を

　交通事故現場では、救急隊よりも警察官が早く到

着している場合も多々あるが、警察官が心肺蘇生法

等の応急手当を行っている事はほとんどない。確か

に現場の保存等は事故原因を追及していく上で重要

であるが、如何に早く必要な応急手当を行えるかが

患者の救命につながることを考えると、救急隊より

早く警察官が到着した場合、まず必要な応急手当を

行ってもらいたい。それが救命につながるのだから。

　市民が交通事故現場でやらない理由の中にかかわ

りたくないというのがある。この中にはもし現場で

手当をしていたら、加害者、事故関係者と思われ、

警察に尋問されたりするのではとの気持ちもあるの

ではないだろうか。もしそうなら、市民が応急手当

てを行っていた場合、事実関係をはっきりさせる前

にまず感謝の気持ちを伝えてから行うようにしても

らいたい。それがやじ馬等多くの市民がいる前で助

けたいとの気持ちを持って勇気ある行動をしている

市民に対する人としての対応ではないだろうか。

　５－５　感染と補償

　交通事故の傷病者に対する心肺蘇生法等の応急手

当は道路上で実施される場合が多く、二次災害に巻

き込まれる可能性も高い。また前述したように、出

血等を伴う場合が多いことから、肝炎等の血液を媒

介とした感染症に引き起こす可能性もある。したが

って、善意の行為として行った救助者が万一災害に

あった場合の報償対策を講じていくことが普及推進

していくうえで重要である。

　現行法でも、明らかな因果関係が立証されれば、

補償の対象にはなる。しかし、この因果関係を立証

することは困難である。因果関係を明らかにするた

めには、少なくとも、市民によって応急手当が行わ

れていた場合には、傷病者と救助者の感染症を検査

を病院で行い、もし傷病者が何らかの感染があった

場合は、救助者のその後のフォローもしっかり行え

る体制が必要である。また、当然ではあるが、逆の

場合もありうる。問題は因果関係もはっきりしない

段階で、その検査費用を誰が支払うかである。その

財源としては、交通事故等の保険から支払われるよ

うになるのがが望ましいと考える。

　仮に検査等が行えるようになっても、プライバシ

ー等の問題があり、感染症に対して何処まで検査す

るのか、結果をどこまで誰に教えるのか等の問題も

今後検討していく必要はある。

　６．市民への心肺蘇生啓蒙普及のために

　６－１　テレビの効果

　飲酒後ライトバンを運転して帰宅中の３０歳の男性

が、カーブを曲がりきれず電柱に激突し、車は池に

転落横転した。物音に気付き、付近の住民が現場に

駆け寄ったが、運転者を発見できなかった。すぐに

池に入り、手探りで車内を検索し、全身が水没して

いる傷病者を発見救出した。すぐに救急車を呼ぶと

同時に傷病者の観察を行ったが、大声の呼び掛けに

反応がなく、呼吸もなかった。１１歳の子どもは以前

みたテレビアニメ（名探偵コナン）の中の１シーン

を思い出し、救助者（父親）にやり方を指示し、そ

のとおりに父親が実行した。心マッサージを３分程

度行った所で、傷病者の呼吸が回復した。救急隊到

着時、傷病者の意識はなかったが、呼吸は４８回／分、

脈は１１０回／分、血圧は１１０／７０㎜Ｈｇであった。傷

病者は病院到着前には意識も戻った。

　本例は溺れて呼吸がない傷病者に気道確保と人工

呼吸を行っているテレビアニメの１シーンと重なり、

子どもが父親に心肺蘇生法を指示したものである。
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Table 5　応急手当実施者における口頭指導の有無（１９９７）

心肺停止非心肺停止
交通事故以外交通事故交通事故以外交通事故口頭指導

７９０１５０有　
３０３３９２０無　
０１４４不明

１０９４５８２４計　



現場は救急隊が到着するまで１０分もかかる所であっ

た事から、何もしていなければ救命できなかった。

このように心肺蘇生法のしっかりしたやり方は知ら

なくても、何かやらなければとの子どもの素直な気

持ちが重篤な傷病者を救命したのである。

　このようなテレビを通しての啓蒙は非常に効果的

である。確かに、テレビで心肺蘇生を行っている場

面を見た事があると答えた中学生が半数以上い

た２２）。救命するために何かできることをしなけれ

ばとの気持ちを持たせるために、小学校、中学校で

の授業に救急救命士に子どもの素直な気持ちを育む

ような命の危機管理教育を行わせる事も大切な事で

ある。

　６－２　ビデオによる普及

　ビデオを通しての心肺蘇生法の教育は一般的なや

り方での教育よりも効果的であるとの報告もあ

る２３，２４）。そこで、講習会に再受講しなくてもいつ

でも確認できるように秋田市広報課、秋田市消防本

部の協力の元に心肺蘇生法のビデオを制作した。こ

のビデオの中には、成人と乳児の心肺蘇生法等を入

れているので、より多くの市民が乳児から成人まで

の方法を知ることができる。

　このビデオを多くの方に見せたいとの気持ちから、

秋田市広報課からダビングの許可をもらい、ビデオ

の配付（実費）を行っている。（申込み、問い合わ

せ先：〒７３１‐０１４１　広島市安佐南区相田３‐６０‐３　託

児ママ　マミーサービス　中村徳子　�０８２‐８７８‐

９２１９　Ｆａｘ：０８２‐８７８‐７９２３　ｅ-ｍａｉｌ：ｍａｍｍｙ＠ａｌｌｅｓ．

ｏｒ．ｊｐ）。また、筆者はインターネット上にホーム

ページを開設し、心肺蘇生法の啓蒙普及活動を行っ

ている（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ａｌｌｅｓ．ｏｒ．ｊｐ/ｅｎｚａｎ１１９）。

　シアトルでは、就職の条件に心肺蘇生法が必要な

所もある。我が国でも就職条件として、また、新規採

用者の初期研修の一環として心肺蘇生法を組み入れ

る事ができれば、啓蒙手段として有効な方法となる。

　７．交通事故による死亡を減らすために

　今まで述べたように早期通報、早期心肺蘇生、早

期除細動、早期二次救命処置の“救命の鎖”を円滑

に作動させることは重要なことであるが、それより

も、もっと大切なことがある。それは病気や事故に

対する正しい認識を持ち、心停止に陥る前に病院に

行くことである。

　これを交通事故に当てはめると、ちょっとした自

分の不注意等から交通事故は起こるとの危機意識を

持ち、事故をおこさないよう各自が日頃から交通ル

ールを守ることである。要するに、交通事故が起こ

らなければ、心肺停止は起こりえないわけだから

（Table 6）。その危機意識を講習会等で市民に持た

せるために、実際の交通事故現場であった悲惨な話

や非常に感激した話等を交えながら、受講者に身近

に起りうる事であることを訴えていく必要がある。

　自動車運転中の死亡が全交通事故死亡数の約４０％

を占めており、そのうちの約７０％がシートベルト非

着用であった。シートベルトの着用で、前座席に座

っている人の致死的障害の危険性を４５％まで、中等

度から重篤な障害の危険性を５０％まで減ずる２５）。

また、チャイルドシートでは５歳以下の子どもの死

を７１％減ずる効果がある２６） 。このようにシートベ

ルト、チャイルドシートの着用率の増加は重症患者

を減らす上で重要である。したがって、たとえ事故

が起こしても軽傷ですむように、シートベルト、チ

ャイルドシート、エアバッグ、ヘルメット、ドアロ

ック等の使用が如何に重要であるか指導することも

大切な事である。

　８．終わりに

　本稿では市民が病院前救急医療体制の中で如何に

重要な鍵を握っているか述べてきた。本稿を通して

多くのかたがたが市民の役割の重要性を認識し、各

自の立場から市民教育はどうあるべきか、体制はど

うあるべきか検討していただくことを切に望むもの

である。

　参考文献

１）Ｓａｆｅｒ Ｐ．， Ｂｉｒｃｈｅｒ Ｎ．Ｇ．（ｅｄｓ）：Ｃａｒｄｉｏｐｕｌｍｏｎａｒｙ 

Ｃｅｒｅｂｒａｌ Ｒｅｓｕｓｃｉｔａｔｉｏｎ． ３ｒｄ ｅｄ． Ｓｔａｖａｎｇｅｒ， 

Ａ Ｌａｅｒｄａｌ， ＷＢ Ｓａｕｎｄｅｒｓ， Ｌｏｎｄｏｎ， １９８９ 

２）Ｌａｒｓｅｎ Ｍ．Ｐ．， Ｅｉｓｅｎｂｅｒｇ Ｍ．Ｓ．， Ｃｕｍｍｉｎｓ Ｒ．

Ｏ．， Ｈａｌｌｓｔｒｏｍ Ａ．Ｐ．： Ｐｒｅｄｉｃｔｉｎｇ ｓｕｒｖｉｖａｌ 

ｆｒｏｍ ｏｕｔ-ｏｆ-ｈｏｓｐｉｔａｌ ｃａｒｄｉａｃ ａｒｒｅｓｔ： Ａ ｇｒａｐｈ-

ｉｃ ｍｏｄｅｌ． Ａｎｎ Ｅｍｅｒｇ Ｍｅｄ ２２， ｐｐ．１６５２～

１６５８， １９９３ 　

３）円山啓司「現場から見た救急救命士のあり方」

Ｊａｎ.，２０００ＩＡＴＳＳ　Ｒｅｖｉｅｗ　Ｖｏｌ．２５，Ｎｏ．２ （　）６５

心肺蘇生法の市民教育 １４９

Table 6　交通事故による死亡を減らすために

�交通ルールを守る
　　飲酒運転、運転中の携帯電話、わき見運転等をしない
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�病院前救急医療体制の理解
�いざという時の対応
　　心肺蘇生法等の応急手当の習得
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